
、島

(

L
一
口
回
第
)

-j'"園、

ね苛
艇事
町一
γ
円一
γ
脇
市
中
町
守
護
山
+
叩
場
回
回
出
掛

'
~
主





.，J
 

轟
，

、j/

一一一、、、

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
十
八
日
〈
土
曜
日
)
午
前
十
時

館
山
市
役
所
議
場

出
席
議
員
二
十
五
名

一

番

神

田

守

隆

二

番

石

四

番

横

溝

功

五

番

福

七

番

古

賀

礼

四

郎

八

番

石

九

番

松

下

正

己

一

一

番

林

一

二

番

栗

原

一

雄

一

三

番

近

一

四

番

渡

辺

昭

夫

一

五

番

伊

一

七

番

黒

川

平

治

一

八

番

流

一

九

番

石

井

輝

久

二

O
番

石

二

一

番

吉

田

勇

治

郎

二

二

番

藤

二

三

番

菊

井

敏

博

二

四

番

和

二

五

番

主

十

嵐

昇

二

六

番

伊

二

七

番

石

井

正

二

八

番

安

二

九

番

安

西

日

一

益

男

欠

席

議

員

一

名

一二

O
香

山

口

康

一
、
出
席
説
明
員

第
三
号
に
同
じ

で
議
事
臼
程
(
第
四
号
)

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
十
八
日
午
前
十
時
開
議

一
議
案
第
四
十
九
号
館
山
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

一

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

制

定

K
つ
い
て

一
議
案
第
五
十
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

K
つ
い

井原井井山藤藤

謀動治豊

好

雄

幸
太
郎

源
次
郎

武

敏

益

治
郎朗願

昌

回回

徳多ー

漂賀

号

日
程
第

日
程
第
二

日
程
第
三

、、...;

議
案
第
五
十
一
号

議
案
第
五
十
七
号

議
案
第
五
十
二
号

議
案
第
五
十
三
号

議
案
第
五
十
四
号

議
案
第
五
十
五
号

議
案
第
五
十
六
号

議
案
第
五
十
八
号

議
案
第
六
十
一
号

議
案
第
五
十
九
号

議
案
第
六
十

4 

九~ ， 

4・、
、予て損

害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

K
つ
い

て昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補
正

予
算
(
第
三
号
〉

館
山
市
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
K
つ
い
て

館
山
市
ね
た
き
h
y
老
人
医
療
費
支
給
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

館
山
市
身
体
障
害
者
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事

業
K
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

K
つ
い
て

老
人
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業

K
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

K
つ

い
て

-103-

号

館
山
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定

K
つ
い
て

昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
)

昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別

会
計
予
算

昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
(
第
二
号
)

昭
和
五
十
七
年
度
鎗
山
市
国
民
宿
舎
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
)



開

議

午
前
十
時
七
分
開
議

O
議
長
(
林
豊
君
)
本
日
の
出
席
議
員
数
二
十
五
名
、
と
れ
よ
り
第
四
回

市
議
会
定
例
会
第
四
日
の
会
議
を
開
会
し
、
直
ち

K
本
日
の
会
議
を
聞
き
ま

す。
本
日
の
議
事
は
hv
手
元

κ配
付
の
日
程
表
に
よ

b
行
い
ま
す
。

議

上

程

案

の

O
議
長
(
林
豊
君
)
臼
程
第
一
、
議
案
第
四
十
九
号
乃
至
議
案
第
五
十
一

号
及
び
五
十
七
号
の
議
案
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

総
務
委
員
会
委
員
長
報
告

O
議
長
(
林
豊
君
)
た
だ
い
ま
議
題
と
な
'
り
ま
し
た
各
議
案
は
、
と
も
K

去
る
十
二
月
十
四
日
の
本
会
議

K
な
い
て
総
務
委
員
会

K
付
託
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。

よ
2

て
、
と
れ
よ
り
各
議
案

K
対
す
る
総
務
委
員
会
k
b
け
る
審
査
の
経

過
並
び
に
結
果
に
つ
き
、
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

総
務
委
員
会
委
員
長
横
溝
功
君
。
御
登
壇
願
い
ま
す
。

(
総
務
委
員
会
委
員
長
横
溝
功
君
登
壇
)

O
総
務
委
員
会
委
員
長
(
横
溝
功
君
)
去
る
十
二
月
十
四
日
開
会
の
本
会

議

k
b
き
ま
し
て
総
務
委
員
会

K
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
四
十
九
号
乃
至

議
案
第
五
十
一
号
及
び
五
十
七
号

K
つ
き
ま
し
て
は
、
十
六
日
総
務
委
員
会

を
開
催
し
、
慎
重
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
原
案
ど
な
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
し
ま
し
た
。

次

K
、
審
査
の
経
過

K
つ
い
て
主
な
る
事
項
を
申
し
上
げ
ま
す
。

入、J

1 
H 

議
案
第
五
十
号
、
議
案
第
五
十
一
号

K
つ
い
て
で
す
が
、
市
側
の
状
況
に

つ
い
て
た
だ
し
た
と
と
ろ
、
市
の
職
員
K
は
負
傷
は
な
か
ョ
た
。
市
の
車
の

損
害
額
約
四
十
三
万
円
は
全
額
保
険
で
支
払
わ
れ
た
。
事
故
発
生
後
直
ち

K

警
察

K
通
報
、
現
場
検
証
が
行
わ
れ
た
。
警
察
の
指
摘
で
は
市
職
員
の
運
転

未
熟
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
と
の
と
と
で
あ
ヨ
た
。
な
な
、
市
職
員
は
免
許

停
止
六
十
日
、
過
料
十
万
円
の
行
政
処
分
を
受
け
た
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た。
そ
と
で
、
市
は
相
当
数
の
公
用
車
が
あ
る
ζ

と
K
か
ん
が
み
、
今
後
事
故

の
な
い
よ
う
職
員
の
安
全
運
転
に
つ
い
て
徹
底
さ
せ
る
よ
う
強
〈
要
望
い
た

し
ま
し
た
。

次

K
、
議
案
第
五
十
七
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算

第
三
号
に
つ
い
て
で
す
が
、
館
山
市
町
内
会
連
合
協
議
会
補
助
金
が
計
上
さ

れ
て
い
る
が
と
の
内
容
と
、
関
連
し
て
行
政
事
務
委
託
の
内
容
を
尋
ね
た
と

と
る
、
現
在
各
地
区
に
十
五
の
連
合
会
組
織
が
あ
り
、
連
絡
協
調
を
図
る
と

い
う
観
点
か
ら
連
合
協
議
会
が
結
成
さ
れ
る
と
と

K
な
っ
た
の
で
、
市
と
し

て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
自
治
活
動
が
円
滑

K
行
わ
れ
る
と
い
う
と
と
か

ら
補
助
す
る
と
と

K
し
た
。
行
政
事
務
委
託

K
つ
い
て
は
広
報
、
回
覧
、
そ

の
ほ
か
各
課
k
b
け
る
市
民
へ
の
連
絡
事
項
等
を
委
託
し
て
い
る
と
の
答
弁

が
あ
h
y
ま
し
た
。

次
K
、
館
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
補
助
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
同
会

K
-沿
い
て
行
わ
れ
て
い
る
貸
付
金
の
返
済
方
法
が
、
借
り
た
翌
月
か
ら
返
済

し
て
い
く
と
い
う
と
と
で
厳
し
過
ぎ
る
と
思
う
が
、
弾
力
的

K
運
用
で
き
な

い
も
の
か
と
た
だ
し
た
と
ζ

ろ
、
同
制
度
は
現
実

K
困
ョ
て
い
る
方

K
貸
し

付
け
を
す
る
制
度
で
あ
り
、
返
済
方
法

K
つ
い
て
本
来
の
趣
旨

K
沿
ョ
た
運

用
が
で
き
る
よ
う

K
配
慮
す
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
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次
W
件
、
館
山
幼
稚
園
用
地
造
成
工
事
請
負
費
一
千
五
百
三
十
七
万
七
千
円

の
減
額
の
内
容

K
つ
い
て
説
明
を
求
め
た
と
と
ろ
、
誠
額
の
理
由
と
し
て
は

当
初
予
算
編
成
よ
り
土
盛
り
の
量
が
少
な
〈
な
ヨ
た
と
い
う
と
と
、
擁
壁
を

関
知
プ
ロ
ッ
ク
か
ら
L
字
型
の
も
の

K
変
更
し
た
と
と
及
び
競
争
入
札
の
結

果
に
よ
る
残
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次

K
、
豊
津
地
区
学
習
等
供
用
施
設
建
設
の
工
事
設
計
委
託
料
と
用
地
地

質
調
査
委
託
料
三
百
三
十
万
三
千
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
と
の
内
容
K

つ
い
て
説
明
を
求
め
た
と
と
ろ
、
現
在
館
山
地
区

K
は
館
山
公
民
館
が
あ
る

が
、
年
間
一
万
六
千
人
の
方
が
利
用
し
て
・
去
り
、
利
用
度
が
ピ
ー
ク

K
達
し

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
と
と
か
ら
、
地
区
民
か
ら
社
会
教
育
施
設
の
要
望
が

出
て
き
た
。
そ
乙
で
宮
城
プ

l
ル
の
西
側

K
約
五
百
平
米
の
規
模
で
、
内
容

と
し
て
は
学
習
室
、
会
議
室
、
実
習
室
等
六
室
の
学
習
等
供
用
施
設
を
建
設

す
る
予
定
で
あ
り
、
建
設
K
あ
た
ョ
て
は
防
衛
庁
補
助
金
約
七
千
四
百
万
円

を
考
え
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次

K
、
東
市
民
運
動
場
体
育
館
雨
漏
補
修
工
事
請
負
費

K
つ
い
て
説
明
を

求
め
た
と
と
ろ
、
温
水
プ
ー
ル
機
械
室
防
水
工
事
と
東
市
民
運
動
場
体
育
館

雨
漏
補
修
工
事
と
合
わ
せ
て
二
百
七
十
一
万
三
千
円
の
補
正
を
会
願
い
し
て

い
る
。
東
市
民
運
動
場
体
育
館
雨
漏
補
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
一
部
補
修
し

た
が
、
建
設
後
十
八
年
経
過
し
て

b
り
、
残
h
y
部
分

K
つ
い
て
も
雨
漏

b
が

あ
り
、
全
面
補
修
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
な
、
補
修
面
積
は
五
百
三
十
平

米
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
本
委
員
会

K
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
四
件
に
つ
い
て
、
総
務
委
員

会
K
か
け
る
審
査
の
概
要
を
申
し
上
げ
、
満
場
の
御
賛
同
を
賜
り
ま
す
よ
う

争
原
い
申
し
上
げ
、
総
務
委
員
会
委
員
長
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

O
議
長
(
林
豊
君
)
以
上
で
委
員
長
の
報
告
を
終
わ

b
ま
す
。

、国ぽ

.、

た
だ
い
ま
の
委
員
長
報
告

K
つ
い
て
御
質
疑
は
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

l
i

御
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
ヨ
て
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

と
れ
よ
り
討
論

K
入
り
ま
す
。
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
討
論
は
ど

ざ
い
ま
せ
ん
か
‘
e
l
-
-
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
ヨ
て
討
論
を
終
結
い
た

し
ま
す
。

採

決

O
議
長
(
林
豊
君
)
と
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。

採
決
は
一
括
し
て
行
い
ま
す
。

議
案
第
四
十
九
号
乃
至
議
案
第
五
十
一
号
及
び
議
案
第
五
十
七
号

K
つ
い

て
の
委
員
長
の
報
告
は
原
案
可
決
で
あ
り
ま
す
。

各
議
案
を
委
員
長
の
報
告
ど

b
b
可
決
す
る
と
と

K
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん

力。

-105ー

(
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ

b
)

O
議
長
(
林
豊
君
)
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
ょ
ョ
て
議
案
第
四
十
九

号
乃
至
議
案
第
五
十
一
号
及
び
議
案
第
五
十
七
号
の
各
議
案
は
い
ず
れ
も
原

案
ど

b
b
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

議

案

上

程

の

O
議
長
〈
林
豊
君
)
日
程
第
二
、
議
案
第
五
十
二
号
乃
至
議
案
第
五
十
六

号
及
び
議
案
第
五
十
八
号
並
び

K
議
案
第
六
十
一
号
の
各
議
案
を
一
括
し
て

議
題
と
い
た
し
ま
す
。

文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
報
告



O
議
長
(
林
豊
君
〉
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
議
案
は
、
と
も
K

去
る
十
二
月
十
四
日
の
本
会
議
k
b
い
て
文
教
民
生
委
員
会
K
付
託
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
2

て
、
と
れ
よ
り
各
議
案

K
対
す
る
文
教
民
生
委
員
会
k
b
け
る
審
査

の
経
過
並
び
に
結
果
K
っ
き
、
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
黒
川
平
治
君
。
御
登
壇
願
い
ま
す
。

(
文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
黒
川
平
治
君
登
壇
)

O
文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
(
黒
川
平
治
君
)
文
教
民
生
委
員
会
k
b
き
ま

す
審
査
の
概
要
K
つ
い
て
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
十
四
日
開
会
の
本
会
議
k
b
き
ま
し
て
本
委
員
会

K
付
託
さ
れ
ま
し

た
各
議
案
K
っ
き
、
十
五
日
委
員
会
を
招
集
し
1

慎
重
K
審
査
い
え
し
ま
し

た
結
果
、
議
案
第
五
十
二
号
乃
至
議
案
第
五
十
六
号
及
び
議
案
第
五
十
八
号

K
つ
い
て
は
全
員
一
致
を
も
っ
て
、
議
案
第
六
十
一
号
に
つ
い
て
は
賛
成
多

数
を
も
コ
て
、
い
ず
れ
も
原
案
ど

b
b
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

次
K
、
審
査
の
内
容
K
つ
い
て
主
な
る
事
項
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
五
十
二
号
館
山
市
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

K
つ
い
て
で
ど
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
八
万
館
と
し
て
利
用
す
る
建
物
の
状
況
及

び
従
前
の
分
館
の
活
用
方
法
、
さ
ら
に
管
理
運
営
の
方
針
K
つ
い
て
た
だ
し

ま
し
た
と
ζ

ろ
、
今
回
分
館
と
す
る
の
は
旧
東
小
の
校
舎
で
、
鉄
筋
二
階
建

て
、
四
百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
の
建
物
、
調
理
室
、
和
室
、
学
習
室
、
事

務
室
、
会
議
室
等
々
と
し
て
利
用
す
る
。
従
前
の
分
館
K
つ
い
て
は
内
部
の

危
険
防
止
等
配
慮
の
上
、
一
部
改
装
し
、
西
岬
幼
稚
園
の
プ
レ
イ
ル

1
ム
と

し
て
利
用
す
る
。
分
館
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
公
設
民
営
の
立
場
か
ら
専

任
の
職
員
は
配
置
せ
ず
、
地
区

K
委
託
し
て
地
域
の
社
会
教
育
活
動
等
の
拠

点
と
し
て
利
用
を
図
ョ
て
い
〈
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

' 、a・

，，~ 
、〆

次
K
、
議
案
第
五
十
三
号
館
山
市
ね
た
き

b
老
人
医
療
費
支
給
条
例
の
制

定
K
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
支
払
い
の
方
法
K
つ
い
て
説
明
を
求
め
ま
し

た
と
と
ろ
、
立
て
か
え
払
い
で
念
願
い
し
、
本
人
か
ら
の
請
求
K
よ
ヨ
て
市

か
ら
現
金
を
支
給
す
る
予
定
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

対
象
人
員
が
限
定
さ
れ
て
必
る
と
と
で
も
あ
り
、
市
か
ら
通
知
K
よ
る
支

払
い
方
法
K
っ
き
検
討
さ
れ
た
い
と
の
要
望
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
老
人
保
健
法
K
よ
る
一
部
負
担
が
導
入
さ
れ
た
中
で
、
市
独
自

K

よ
る
本
制
度
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
の
賛
成
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。次

K
、
議
案
第
五
十
四
号
館
山
市
身
体
障
害
者
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
K

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、

派
遣
対
象
範
聞
の
拡
大
K
よ
り
奉
仕
員
の
勤
務
体
制
等
K
つ
い
て
説
明
を
求

め
た
と
と
ろ
、
希
望
調
査
の
結
果
、
新
た
に
五
世
帯
の
派
遣
希
望
が
あ
り
、

現
在
の
四
名
の
正
規
職
員
と
一
名
の
犠
時
職
員
K
よ
り
実
施
し
た
い
、
臨
時

職
員
K
つ
い
て
は
派
遣
希
望
時
間
内
の
み
勤
務
す
る
と
と
と
な
り
、
給
与
K

つ
い
て
は
一
時
間
当
た
り
玄
百
八
十
円
を
考
え
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
b
ま

し
た
。
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左
hv
、
奉
仕
員
の
身
分
等
K
関
し
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
の
説
明
が
本

会
議
で
あ

b
ま
し
た
が
、
運
用
上
む
ず
か
し
い
問
題
も
あ
る
と
考
え
る
の
で
、

十
分
配
慮
さ
れ
て
い
〈
ょ
う

K
と
の
要
望
意
見
が
あ

b
ま
し
た
。

ま
た
、
本
制
度
は
国
の
制
度
改
正
K
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ち
早
く
施

策
と
し
て
取
-P
入
れ
た
と
と
を
評
価
す
る
と
の
賛
成
意
見
が
あ

b
ま
し
た
。

次
に
、
議
案
第
五
十
六
号
館
山
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
関
連
と
し
て
、
老
人
保
健
法
の

施
行
K
伴
い
保
健
事
業
が
実
施
さ
れ
る
と
と
と
左
h
y
、
本
市
で
す
で
に
実
施

品、、



‘ 
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さ
れ
て
い
る
検
診
事
業
等
も
今
後
な
b
拡
大
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、

受
け
入
れ
体
制
、
施
設
整
備
を
具
体
的
K
進
め
ら
れ
た
い
と
の
要
望
が
あ
b

ま
し
た
。

次

K
、
議
案
第
五
十
八
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
第
一
号
K
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
が
、
老
人
保
健
拠
出
金
の
積

算
方
法

K
つ
い
て
説
明
を
求
め
ま
し
た
と
と
ろ
、
具
体
的

K
拠
出
金
額
が
示

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
〈
ま
で
も
推
定
で
一
カ
月
分
の
医
療
費
の
七

O
d
w相

当
額
を
拠
出
金

K
組
み
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
を
-b
事
務
費
K
つ
い
て
は
基

金
事
務
費
拠
出
金
と
審
査
支
払
い
手
数
料
等
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
b
ま
し

た。
次

K
、
議
案
第
六
十
一
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別
会
計

で
あ
り
ま
す
が
、
医
療
給
付
費
の
算
出
基
礎
に
つ
い
て
た
だ
し
ま
し
た
と
と

ろ
、
当
年
度
の
一
カ
月
当
た
り
最
高
の
医
療
費
に
さ
ら

K
一
割
を
加
え
た
額

を
予
算
計
上
し
た
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
本
委
員
会
k
b
き
ま
す
審
査
の
概
要
を
御
報
告
い
た
し
ま
し
た
。

な
K
と
ぞ
満
場
の
御
賛
同
を
賜
り
ま
す
よ
う
念
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
文

教
民
生
委
員
会
委
員
長
報
告
を
終
わ

b
ま
す
。

O
議
長
(
林
豊
君
)
以
上
で
委
員
長
の
報
告
を
終
わ

b
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
委
員
長
報
告
に
つ
い
て
御
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

1

1
御

質
疑
乏
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

討

論

O
議
長
(
林
豊
君
〉
と
れ
よ
り
討
論
K
入
・
り
ま
す
。

通
告
が
あ

b
ま
す
の
で
発
一
言
を
許
し
ま
す
。

一
番
議
員
神
田
守
隆
君
。
御
登
壇
願
い
ま
す
。

弐d 画Z

(
一
番
議
員
神
田
守
隆
君
登
壇
)

O
一
番
〈
神
田
守
隆
君
)
議
案
の
第
五
十
三
号
館
山
市
ね
た
き
り
老
人
医
療

費
支
給
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
、
議
案
の
第
五
十
四
号
館
山
市
身
体
樟
害
者

家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
K
関
す
る
条
例
。
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
、
議
案
の
第
五
十
五
号
老
人
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
、
以
上
三
件
K
つ
い
て
の
賛
成

討
論
と
議
案
第
六
十
一
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別
会
計
予

算
K
関
ず
る
反
対
の
討
論
を
い
た
し
ま
す
。

第
五
十
三
号
ね
た
き
・
9
老
人
医
療
費
支
給
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
が
、
老
人
保
健
法
の
施
行
に
伴
い
、
い
わ
ゆ
る
自
治
体
の
行
う
上
乗
せ

福
祉
に
対
し
、
厚
生
省
は
廃
止
を
含
め
た
見
直
し
を
強
〈
自
治
体

K
対
し
て

迫
ョ
て
き
て
b
り
ま
す
。
山
梨
県
で
は
全
ね
た
き
b
老
人
の
医
療
費
の
一
部

負
担
を
免
除
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
た
が
、
厚
生
省
が
強
い
難
色
を
示
し

て
い
る
と
と
か
ら
、
そ
の
実
施
が
困
難
と
な
ヨ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
う
し
た
中
で
、
六
十
歳
以
上
の
ね
た
き
り
老
人
の
医
療
費
負
担
を
救
済
し

よ
う
と
す
る
と
の
条
例
は
大
変
意
義
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
弱
者
救
済

措
置
と
し
て
市
長
k
b
い
て
は
国
の
干
渉
な
ど
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
姿
勢

を
と
る
よ
う
強
〈
望
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
と
の
制
度
の
運
用

K
あ
た
ョ
て
、
医
療
費
一
部
負
担
の
支
払
い
方

法
な
ど
十
分
K
検
討
し
、
と
の
制
度
の
趣
旨
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
強
〈
主
張

い
た
し
を
し
て
、
賛
成
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

議
案
の
第
五
十
四
号
館
山
市
身
体
障
害
者
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
K
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
及
び
議
案
第
五
十
五
号

老
人
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
K
関
ず
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
で
あ
h
y
ま
す
。
と
も
w
作
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣
対
象
を
拡
大
し
、
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所
得
税
課
税
世
帯
に
つ
い
て
も
有
料
で
家
庭
奉
仕
員
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
市
内

K
は
多
く
の
老
人
世
帯
や
病
弱
な
老
人
及
び
障
害

者
を
抱
え
た
世
帯
が
多
く
あ
り
ま
す
。
と
れ
ま
で
は
所
得
の
関
係
か
ら
そ
の

多
〈
が
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
と
の
条

例
K
よ
り
多
く
の
老
人
世
帯
ゃ
あ
る
い
は
障
害
者
世
帯
な
ど
が
新
た
な
対
象

世
帯
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
会
年
寄
り
ゃ
障
害
者
の
在
宅
福
祉
の
重

要
性
が
と
れ
ま
で
た
び
た
び
強
調
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
家
庭
奉
仕
員
の

派
遣
事
業
は
そ
う
し
た
中
で
も
一
つ
の
柱
K
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
だ
け

K
今
後
そ
う
し
た
需
要
の
拡
大
K
対
し
十
分

K
対
応
で
き
る
だ
け

の
体
制
の
整
備
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
点
で
家
庭
奉
仕
員
の
身
分
K
つ

い
て
具
体
的
K
条
例
の
中
で
明
示
し
て
い
な
い
と
と
は
問
題
だ
と
考
え
ま
す
。

奉
仕
員
の
身
分
保
証
を
は
ョ
き
り
さ
せ
る
よ
う
主
張
い
え
し
ま
し
て
、
賛
成

討
論
と
い
た
し
ま
す
。

議
案
の
第
六
十
一
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算

K
つ
い
て
で
あ

b
ま
す
。
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別
会
計
は

老
人
保
健
法
K
基
づ
く
国
か
ら
の
機
関
委
任
事
務
で
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も

老
人
保
健
法
は
老
人
医
療
K
一
部
負
担
を
導
入
し
た
老
人
医
療
有
料
化
法
で

あ
り
、
老
人
福
祉
の
後
退
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
さ
ら

K
、
国

は
ζ

の
老
人
保
健
法
と
の
整
合
性
を
理
由

K
、
地
方
自
治
体
の
行
う
上
乗
せ

福
祉

K
ま
で
見
直
し
を
迫
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
老
人
保
健
法
の
柱
の
一
つ

で
あ
る
四
十
代
か
ら
の
保
健
事
業
は
事
実
上
た
な
上
げ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
国
は
自
治
体
が
行
う
、
単
独
で
行
う
上
乗
せ
福
祉
K
干
渉
す
べ
き
で

は
あ
h
y
ま
せ
ん
。
ま
た
四
十
歳
台
か
ら
の
保
健
事
業
の
充
実
を
速
や
か

K
図

る
べ
き
で
あ

b
ま
す
e

老
人
保
健
法
の
持
っ
と
う
し
た
問
題
点
を
指
掃
し
、

議
案
第
六
十
一
号
の
反
対
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

. 
、単

ヘ、v

O
議
長
(
林
豊
君
〉
以
上
で
一
番
議
員
君
の
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

以
上
で
通
告
者
に
よ
る
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

通
告
を
し
な
い
議
員
で
討
論
は
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

(
一
二
番
議
員
栗
原
一
雄
君
登
壇
)

O

一
一
一
番
(
栗
原
一
雄
君
)
議
案
第
六
十
一
号
K
つ
い
て
賛
成
の
討
論
を
い

た
し
ま
す
。

国
勢
調
査
K
よ
る
最
も
新
し
い
昭
和
五
十
五
年
度
の
高
齢
者
の
占
め
る
割

合
は
一
一
・
一
¢
、
本
市
で
は
二
ニ
・
五
係
と
き
わ
め
て
高
い
比
率
K
な
ヨ

て
な
り
ま
す
。
と
れ
ら
高
齢
化
社
会
の
進
展
K
伴
う
社
会
保
障
は
、
裏
づ
け

と
な
る
財
源
の
保
証
K
よ
ョ
て
運
営
さ
れ
て
な
り
、
支
出
の
主
な
る
も
の
は

医
療
給
付
と
年
金
と
な
ヨ
て
沿
り
ま
す
。
し
た
が
ョ
て
、
生
涯
設
計
の
基
盤

と
し
て
、
社
会
保
障
は
安
定
的
か
つ
有
効

K
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
と

基
本
認
識
を
も
つ
も
の
で
ど
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
財
政
状
況
は
き
わ
め
て
厳
し
く
、
人
口
の

高
齢
化
へ
の
移
行
は
ま
す
ま
す
加
速
が
つ
く
も
の
と
予
測
さ
れ
、
将
来
の
医

療
需
要
の
増
大
を
踏
ま
え
た
長
期
的
対
策
と
そ
重
要
な
諜
題
で
あ
り
ま
す
。

高
齢
化
社
会
K
伴
う
給
付
人
数
の
増
加
は
、
逆
K
は
負
担
人
口
の
減
少
で

現
役
勤
労
者
の
負
担
は
飛
躍
的
K
増
大
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
e

負
担
を
す
る

現
役
は
家
族
の
柱
で
あ
り
、
生
活
費
、
教
育
費
、
ロ

I
ン
、
租
税
負
担
を
抱

え
て

b
b、
従
来
の
国
保
の
老
人
に
対
す
る
老
人
医
療
制
度
の
現
状
維
持
で

は
、
給
付
が
現
行
の
水
準
で
推
移
し
た
場
合
、
負
担
の
増
加
は
不
可
避
な
も

の
と
な
り
、
負
担
の
限
界
が
憂
慮
さ
れ
ま
す
。

現
在
の
よ
う

K
核
家
族
社
会
の
進
行
は
、
高
齢
者
の
単
独
世
帯
の
急
増
を

招
き
、
今
後
の
社
会
保
障
の
果
た
す
役
割
は
さ
ら

K
一
段
と
重
要
な
も
の
と

考
え
ま
す
。
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斗

F 

4
γ

、‘軍
f

、Z
鼻

持脇
市

老
人
保
健
法
の
施
行
K
伴
い
、
独
立
し
た
会
計
と
し
て
老
人
保
健
特
別
会

計
の
創
設
は
、
現
実
を
直
視
し
た
施
策
と
し
て
時
代
の
変
化
K
対
応
し
た
改

革
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

以
上
の
理
由
を
も
ョ
て
賛
成
を
い
た
し
ま
す
。

O
議
長
(
林
豊
君
)
以
上
で
一
二
番
議
員
君
の
討
論
を
終
わ

b
ま
す
。

他

K
討
論
は
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
|
|
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
ヨ
て

討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

採

決

O
議

長

(

林

豊

君

)

と

れ

よ
h
y
採
決
い
た
し
ま
す
。

採
決
は
分
割
し
て
行
い
ま
す
。

ま
ず
、
議
案
第
五
十
二
号
乃
至
議
案
第
五
十
六
号
及
び
議
案
第
五
十
八
号

K
つ
い
て
一
括
し
て
採
決
い
た
し
ま
す
。

議
案
第
五
十
二
号
乃
至
議
案
第
五
十
六
号
及
び
議
案
第
五
十
八
号

K
つ
い

て
の
委
員
長
の
報
告
は
原
案
可
決
で
あ
り
ま
す
。

各
議
案
を
委
員
長
の
報
告
ど

b
b
可
決
す
る
と
と

K
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん

，刀。

(
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
)

O
議
長
(
林
豊
君
)
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
ょ
ョ
て
議
案
第
五
十
二

号
乃
至
議
案
第
五
十
六
号
及
び
議
案
第
五
十
八
号
の
各
議
案
は
い
ず
れ
も
原

案
ど

b
b
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
凶
で
、
議
案
第
六
十
一
号
昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別
会

計
予
算
K
つ
い
て
起
立

K
よ
b
採
決
い
た
し
ま
す
。

議
案
第
六
十
一
号

K
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
原
案
可
決
で
あ

b
ま
す
。

本
案
を
委
員
長
の
報
告
ど

b
b
可
決
す
る
と
と

K
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を

、画幽ぜ

2耳

求
め
ま
す
。

(
賛
成
者
起
立
)

O
議
長
(
林
豊
君
)
起
立
多
数
で
あ

b
ま
す
。
ょ
ョ
て
議
案
第
六
十
一
号

昭
和
五
十
七
年
度
館
山
市
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
は
原
案
ど
b
h
y
可
決
さ

れ
ま
し
た
。議

案

上

程

の

O
議
長
(
林
豊
君
)
日
程
第
三
、
議
案
第
五
十
九
号
及
び
議
案
第
六
十
号

の
各
特
別
会
計
補
正
予
算
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
報
告

O
議
長
(
林
豊
君
)
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
議
案
は
、
と
も
に

去
る
十
二
月
十
四
日
の
本
会
議

K
か
い
て
建
設
経
済
委
員
会

K
付
託
さ
れ
た

も
の
で
あ
、
り
ま
す
。
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よ
コ
て
、

ζ

れ
よ
h
y
各
議
案
K
対
す
る
建
設
経
済
委
員
会
k
b
け
る
審
査

の
経
過
並
び

K
結
果

K
っ
き
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
菊
井
敏
博
君
。
御
登
壇
願
い
ま
す
。

(
建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
菊
井
敏
博
君
登
壇
)

O
建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
(
菊
井
敏
博
君
)
去
る
十
二
月
十
四
日
の
本
会

議
k
b
き
ま
し
て
建
設
経
済
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
五
十
九
号
昭
和

五
十
七
年
度
館
山
市
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
、
議
案
第
六
十
号
昭
和

五
十
七
年
度
館
山
市
国
民
宿
舎
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

K
つ
い
て
、
十
六

日
建
設
経
済
委
員
会
を
招
集
し
て
、
議
案
の
慎
重
な
る
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

結
果
は
、
全
員
一
致
原
案
ど

b
b
可
決
す
べ
き
で
あ
る
と
決
し
ま
し
た
。

以
下
、
審
査
の
経
過

K
つ
き
ま
し
て
主
な
る
事
項
を
申
し
上
げ
、
御
報
告



と
い
た
し
ま
す
。

議
案
第
五
十
九
号

K
つ
き
ま
し
て
、
企
業
債
償
還
金
の
減
額
K
つ
い
て
そ

の
理
由
と
の
質
問

K
対
し
ま
し
て
、
当
初
財
政
上
の
余
裕
が
あ
り
企
業
債
の

繰
り
上
げ
償
還
を
計
画
し
た
が
、
事
業
体
の
財
政
事
情
だ
け
で
は
繰
り
上
げ

償
還
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
と
と
で
減
額
し
た
と
の
答
弁
を
受
け
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
資
金
計
画
の
中
で
前
年
度
未
収
金
、
前
年
度
未
払
金
K
つ
い
て

補
正
額
が
ゼ
ロ
に
な
コ
て
い
る
が
と
の
質
問

K
、
企
業
会
計
は
発
生
主
義
の

原
別
で
あ
り
、
三
月
三
十
一
日
現
在
で
処
理
す
る
の
で
い
ず
れ
も
翌
年
度
K

残
っ
て
い
〈
も
の
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
六
十
号

K
っ
き
告
示
し
て
は
、
そ
の
被
害
状
況
K
つ
い
て
、
一
不
談
書

K
後
遺
症
K
つ
い
て
う
た
ョ
て
い
る
か
、
賠
償
金
K
つ
い
て
は
保
険
に
よ

b

全
額
て
ん
補
さ
れ
る
か
等
々
の
質
問
K
対
し
ま
し
て
、
被
害
者
大
野
さ
ん

K

つ
い
て
は
入
院
三
十
日
、
通
院
六
日
、
松
田
さ
ん

K
つ
い
て
は
入
院
十
三
日
、

通
院
七
十
四
日
で
あ
る
、
後
遺
症
K
つ
い
て
は
議
案

K
示
し
た
と

b
b
「
本

件

K
関
し
て
の
異
議
は
申
し
立
て
な
い
」
と
い
う
と
と
で
承
諾
を
得
て
い
る
、

賠
償
金
に
つ
い
て
は
自
賠
責
と
任
意
保
険
の
両
方
に
よ
り
全
額
て
ん
補
さ
れ

る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
が
建
設
経
済
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
諸
議
案
K
つ
い
て
の
本
委

員
会
の
審
査
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
左

K
と
ぞ
満
場
の
御
賛
同
を
賜

り
ま
す
よ
う
hv
願
い
申
し
上
げ
、
建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
報
告
と
い
た
し

ま
す
。

O
議
長
(
林
豊
君
)
以
上
で
委
員
長
の
報
告
を
終
わ
h
y
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
委
員
長
報
告

K
つ
い
て
御
質
疑
あ
h
y
ま
せ
ん
か
。

1

1
御
質

疑
念
し
と
認
め
ま
す
。
よ
ヨ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

と
れ
よ
り
討
論
K
入
り
ま
す
。
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
討
論
は
ど

Jむ

ざ
い
ま
せ
ん
か
「
|
討
論
左
し
と
認
め
ま
す
。
よ
ョ
て
討
論
を
終
結
い
た

し
ま
す
。

採

決

O
議
長
〈
林
豊
君
〉
と
れ
よ
り
採
決
い
え
し
ま
す
。

採
決
は
一
括
し
て
行
い
ま
す
。

議
案
第
五
十
九
号
及
び
議
案
第
六
十
号

K
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
原

案
可
決
で
あ
り
ま
す
。

各
議
案
を
委
員
長
の
報
告
ど
h
g

り
可
決
す
る
と
と

K
御
異
議
あ

b
ま
せ
ん

，刃。

(
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
)

O
議
長
(
林
豊
君
)
御
異
議
乏
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
議
案
第
五
十
九

号
及
び
議
案
第
六
十
号
の
各
会
計
補
正
予
算
は
い
ず
れ
も
原
案
ど
長
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
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継
続
審
査

K
つ
い
て

O
議
長
(
林
豊
君
)
と
の
際
、
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
十
二
月
十
四
日
の
本
会
議
K
沿
い
て
文
教
民
生
委
員
会

K
付
託
さ
れ

ま
し
た
陳
情
第
二
号
優
生
保
護
法
改
正
に
関
す
る
陳
情
書
及
び
建
設
経
済
委

員
会

K
付
託
さ
れ
ま
し
た
請
願
第
五
号
大
型
底
出
応
促
進
K
関
す
る
請
願
書

K
つ
い
て
、
各
委
員
長
か
ら
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
K
よ
b
閉
会
中

の
継
続
審
査
と
さ
れ
た
い
旨
の
・
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。

b
諮
り
い
た
し
ま
す
。
陳
情
第
二
号
及
び
請
願
第
五
号
を
各
委
員
長
か
ら

の
申
し
出
の
と
な
り
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
い
た
し
ま
す
と
と

K
御
異
議
あ

り
ま
せ
ん
か
。

~，ム



毛色

ヨ
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(
「
異
議
乏
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
)

O
議
長
(
林
豊
君
〉
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
ょ
ョ
て
決
定
い
え
し
ま

し
た
。

閉

会

午
前
十
時
四
十
分
閉
会

O
議
長
〈
林
豊
君
)
以
上
で
本
定
例
会

K
付
議
さ
れ
ま
し
た
案
件
は
す
べ

て
議
了
さ
れ
ま
し
た
。

よ
ョ
て
、
と
れ

K
て
第
四
田
市
議
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

O
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

一
、
議
案
第
四
十
九
号
乃
至
議
案
第
六
十
一
号

一
、
継
続
審
査

K
つ
い
て
(
棟
情
第
二
号
、
請
願
第
五
号
)
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

K
よ
り
署
名
す
る
。

館
山
市
議
会
議
長

林

豊

館
山
市
議
会
議
員

神

回

守

隆

館
山
市
議
会
議
員

安

西

益

男
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